
２．方法論の内容について
用意すべき営農管理情報②

（排出削減量の計算に必要な情報）
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分割版２
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排出削減量の計算に必要な情報（水稲作付面積・所在地域）
＜例（営農計画書で確認する場合）＞

【必要な書類】
プロジェクト実施水田（＝中干し延長を行う水田）の水稲作付面積・所在地域が確認できる書類
（例）
・ 地域農業再生協議会に提出している営農計画書上の水稲作付面積・所在地域
・ 水稲共済細目書異動申告票上の水稲作付面積・所在地域
・ eMAFF農地ナビの記載情報（注：面積には畦畔等を含む場合がある） 等
【ポイント】
書類に記載された面積が水稲作付面積でない（畦畔等を含む、又はそれが不明の）場合は、書類上
の面積から畦畔率1を差し引いて水稲作付面積とする。
1 地域農業再生協議会（自治体ごと）が定めた数値を用いるか、実測等による。

この面積を参照

所在地域はここで確認

（参考：地域農業再生協議会 作成例）



北海道 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 6.8 6.7 1.1 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 2.8 2.7 0.2 
4時間排除（12.5mm/日以上） 2.0 2.0 0.1 

東北 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 7.2 6.9 1.5 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 4.0 3.8 0.7 
4時間排除（12.5mm/日以上） 3.6 3.5 0.6 

関東 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 2.3 2.4 0.2 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 1.2 1.3 0.1 
4時間排除（12.5mm/日以上） 1.5 1.6 0.2 

東海・近畿 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 3.9 3.6 0.2 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 1.0 0.9 0.0 
4時間排除（12.5mm/日以上） 1.3 1.2 0.1 

中国・四国 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 4.1 4.3 0.6 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 1.0 1.0 0.1 
4時間排除（12.5mm/日以上） 1.7 1.8 0.2 

九州・沖縄 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 1.5 2.3 0.2 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 0.8 1.3 0.1 
4時間排除（12.5mm/日以上） 1.0 1.6 0.1 

毎年最新のデータに応じて若干の変更がある。
単位：tCO2相当/ha/年
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条件別排出削減量（CO2換算）

北陸 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 5.3 4.3 0.3 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 3.9 3.1 0.3 
4時間排除（12.5mm/日以上） 3.4 2.7 0.2 



北海道 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 6.8 6.7 1.1 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 2.8 2.7 0.2 
4時間排除（12.5mm/日以上） 2.0 2.0 0.1 

東北 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 7.2 6.9 1.5 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 4.0 3.8 0.7 
4時間排除（12.5mm/日以上） 3.6 3.5 0.6 

関東 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 2.3 2.4 0.2 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 1.2 1.3 0.1 
4時間排除（12.5mm/日以上） 1.5 1.6 0.2 

東海・近畿 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 3.9 3.6 0.2 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 1.0 0.9 0.0 
4時間排除（12.5mm/日以上） 1.3 1.2 0.1 

中国・四国 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 4.1 4.3 0.6 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 1.0 1.0 0.1 
4時間排除（12.5mm/日以上） 1.7 1.8 0.2 

九州・沖縄 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 1.5 2.3 0.2 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 0.8 1.3 0.1 
4時間排除（12.5mm/日以上） 1.0 1.6 0.1 

毎年最新のデータに応じて若干の変更がある。
単位：tCO2相当/ha/年
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条件別排出削減量（CO2換算）

北陸 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 5.3 4.3 0.3 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 3.9 3.1 0.3 
4時間排除（12.5mm/日以上） 3.4 2.7 0.2 

所在地域

排水性

施用有機物

水稲作付面積のほか、水田の所在地域・排水性・施用有機
物量（稲わら・堆肥）を記録する必要がある。

（参考）
Ｑ：地域によって認定される排出削減量が異なるのはなぜ？
Ａ：地域によって秋冬の気温や積雪等の気象条件、鉄含有率等の土壌条件、稲わらのすき込み時期の営農慣行が異なるため、そも
そもメタンの発生量が異なる。（例えば、気温が低いと秋冬の落水中に有機物の分解が進まず、春の湛水後に分解され、メタンの形で
放出される。）中干し期間の延長によって、発生量に対して一律に３割排出量を削減できるので、発生量が大きいほど排出削減量も
大きくなる。
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排出削減量の計算に必要な情報（水田の排水性）
 水田の排水性によって排出削減量が異なる。
 プロジェクト実施水田の日減水深（１日あたりの田面水の浸透・蒸発速度）を実測し、

前ページの表中のどの排水性に該当するかを決定する。
 実測は、１人の取組実施者が管理する水田ごとに１か所、プロジェクトの開始年に１回

行う（毎年行う必要はない）。
 実測が難しい場合は、実測しなくてもよいし、プロジェクト２年目以降に実測してもよい。

ただし、実測しない場合は３条件のうち一番少ない削減量で計算する。

＜実測イメージ＞ ※春の田植え頃の時期注 、用水の取水口・排水口を閉じ、
降雨のない24時間に測定

（注）水張りから田植え１週間後まで。直播の場合はそれに準ずる時期。

読んだ目盛りに1.22を掛け算した数値を、前ページの表にあてはめる。

24時間後定規 定規
低下した水位を
読む

土壌

田面水



 水田に施用する有機物の量によって排出削減量が異なる。
 前作で発生した稲わらのうち今作の田植えまでにすき込んだ

量（割合）、前作の終わりから今作の田植えまでに施用し
た堆肥の施用量により、排出削減量を計算する。（「前作」
とは直前の稲作をいい、水稲以外の作物は考慮しない。）

 排出削減量は、専用のエクセルシート1に入力すると自動で
計算されるが、稲わらのすき込み割合が９割以上であれば
「稲わらすき込み」の値、堆肥の施用量が1t/10a以上であ
れば「堆肥施用」の値になり、それより少なければ削減量も
小さくなる。
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排出削減量の計算に必要な情報（水田の施用有機物量）

＜稲わらのすき込み割合の算出方法＞

稲わら発生量
すき込み割合 ＝ １ ー

持ち出し量

水稲平年収量
（農林水産省発表）

平年収量×1.2を
稲わら発生量とみなす。

【ポイント】
・ 稲わらの持ち出し量を生産管理記録に付けておく
・ 全量すき込みの場合はそのことが分かるように記録しておく
・ 堆肥の施用がある場合は量を生産管理記録に付けておく

1 Ｊ－クレジット制度HP（https://japancredit.go.jp/application/document/）の本方法論の「削減活動リスト」を参照



【必要なデータ】 【確認方法】
・中干しの開始日・終了日・実施日数 ・生産管理記録等
・プロジェクト実施時の出穂日 ・生産管理記録等
・水稲作付面積 ・営農計画書・水稲共済細目書等
・水田の所在地域 ・営農計画書・水稲共済細目書等
・水田の排水性（任意）※２ ・日減水深※３の測定結果
・水田の施用有機物（稲わらの持ち出し量・
堆肥の施用量）※４

・生産管理記録等

適用条件を満たすこと
の証明

排出削減量の計算に
必要な情報

※１：「既に中干し延長に取り組んでいる」という場合も、直近2か年以上の実施日数の平均よりさらに7日間以上延長すれば適用可能です。ただし、中干しを延長
しすぎた場合は生育や収量に影響が出るため、これを踏まえて取組を行うかどうかは農業者において判断いただく必要があります。
※２：水田の排水性により適用するメタン排出係数が変わります。高い排出係数を参照しようとする場合は測定が必要ですが、測定しなくても一番低い排出係数で
方法論を適用することは可能です。
※３：1日あたりの田面水の浸透・蒸発速度をいい、春の田植え頃、降雨のない日に用水の取水口と排水口を閉めて低下した水位を計測します。
※４：直前の稲作で発生した稲わらの持ち出し量（全量すき込みや全量持ち出しの場合はその旨を記録）、直前の稲作の終わりから今作の田植えまでの堆肥施
用量のデータが必要です。
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用意すべき営農管理情報（まとめ）
【中干し延長に取り組む前に必要な情報】

【必要なデータ】 【確認方法】
・直近２か年以上※１の中干しの実施日数 ・生産管理記録等
情報がない場合は、まずはこれから２年間、中干し日数を記録してください。
（これが基準の日数になるので、延長せず、必要な期間だけ実施してください。）

【中干し延長に取り組んだ年に必要な情報】
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生産管理記録とは

【ポイント】
・ 同一の管理を行っている水田ごとに記録。同一の管理でない場合は区別できるように記録。

同一の管理…中干しの実施日数（中干し延長を行う年は開始日・終了日も）、
出穂日、稲わら持ち出し・堆肥施用の状況が同一であること。

・ 日減水深の測定結果も別途記録する。

 生産者、農業法人の従業員等が作成した書類（電子データを含む）であること。
 出荷先の農協等が示す様式、農業者が利用する営農支援ツールの様式、別紙作成

例等の様式にしたがい、記録事項が体系的に記載されたものであること。
 各記録は写しを提出しても差し支えない。

（例）
 出荷先の農協等に提出された書類
 営農支援ツール（水管理システム・営農支援アプリ・オンライン作業日誌）の記録
 作成例（次ページ）により作成した書類
 その他、上記と同様のレベルの記録

※同一品種の場合、圃場によって出穂日（概ね５割の茎が出穂した
時期）が異なっても同一の管理として差し支えない。



令和５年産水稲　生産管理記録

記録日※１ 記録者名

圃場番号※２ 　　　　　番～　　　　番

作業日：４年　　月　　日～　　月　　日

施用量※３：施用あり（作業期間中の合計　　　kg/10a）・施用なし

作業日：４年　　月　　日～　　月　　日

作業内容※３：全量すき込み・一部持ち出し（持ち出し量　　kg/10a）・全量持ち出し

田植え
（移植の場合のみ記載） ５年　　月　　日～　　月　　日 ５年　　月　　日

播種
（直播の場合のみ記載）

５年　　月　　日～　　月　　日
播種後に堆肥施用した場合・・・田植え可能になるほどに水稲が生育した日：５年　　　月　　　日 ５年　　月　　日

中干し ５年　　月　　日～　　月　　日　　　　日間　／実施しなかった ５年　　月　　日

出穂日 ５年　　月　　日頃 ５年　　月　　日

※１　各施業の完了日以降、速やかに（概ね１か月以内に）本様式に記録する。
※２　同一の管理で栽培した圃場の地番情報・管理番号等を記載する。（地図など、農地と記録の対応関係の把握に資するその他の書類を添付してもよい。）
※３　該当する作業に○をつける。

稲わらすき込み ４年　　月　　日

記録事項

堆肥施用 ４年　　月　　日
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生産管理記録の作成例

（※１の特例）本様式を提示する以前にあたる令和５年産の記録や、中干し期間の延長に取り組む（プロジェクトに参加する）前の
記録については、生産者は本様式を知り得ないことから、保管していた元の記録をもとに、生産者、農業法人の従業員等がプロジェクト
参加時に本様式にまとめて転記しても差し支えない。ただし、その場合は、元の記録を一次情報として審査機関が確認できるよう、本様
式に沿って作成した生産管理記録と合わせて保管（注）すること。
（注）Ｊ－クレジット制度の実施規程において、認証に使用したデータは、認証対象期間（8年間）終了後2年経過するまで保存することとなっている。
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日減水深の測定記録の作成例

（※１の特例）は生産管理記録の作成例と同じ。

 日減水深の測定記録については、農業者が利用する営農支援ツールの様式によるほか、
以下作成例やそれと同様のレベルの様式によること（いずれも電子データを含む）。

 測定中に降雨のないことを示す資料（最寄りのアメダスの観測データ等）は別途提出
すること。

日減水深測定記録

記録日※１ 記録者名

測定圃場情報※２ 　　　　　番

測定開始日時 ５年　　月　　日　　時　　分 ５年　　月　　日

測定記録※３ 　　　　　mm／日 ５年　　月　　日

※１　測定後、速やかに（概ね１か月以内に）本様式に記録する。
※２　地番情報・管理番号等、測定圃場を特定する情報を記載する。
※３　測定開始日時の24時間後に実測した結果（1.22を掛ける前の数字）を記載する。

記録事項



３．取組の留意点
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【ポイント】
・ 排水性が十分良い水田で、前作の稲わらを全量すき込んでいる場合（モデルケースと想定）で、少な
くとも28～100 haの水田を集める必要がある。
・ 大規模な農業経営体は単独で実施可能だが、基本的には農協、農業者が参画する協議会や企業
等がプロジェクトを取りまとめる必要がある。

九州・沖縄 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 1.5 2.3 0.2 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 0.8 1.3 0.1 
4時間排除（12.5mm/日以上） 1.0 1.6 0.1 

東北 稲わらすき込み（9割以上） 堆肥施用（1t／10a以上） 有機物無施用
排水不良（7.5mm/日未満） 7.2 6.9 1.5 
日排除（7.5mm/日以上12.5mm/日未満） 4.0 3.8 0.7 
4時間排除（12.5mm/日以上） 3.6 3.5 0.6 

30

 プロジェクト登録にあたって、第三者機関による審査を受ける必要があり、その審査費用
の補助を受けるには、年間100t-CO2相当以上の削減プロジェクトであることが条件。

 事実上、年間100t-CO2相当以上の削減量になるようまとまって実施する必要。
 審査費用の補助には限りがあり、年度途中に受付終了となる場合がある。

＜排出削減量最大の地域（東北）＞

＜排出削減量最小の地域（九州・沖縄）＞

単位：tCO2相当/ha/年

単位：tCO2相当/ha/年

【留意点１】プロジェクトの実施規模について



【参考】クレジット創出の流れ
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農業者の対応 運営・管理者（自治体・農協・協議会・コンサル・
営農資材関係企業・商社 等）の対応

プロジェクト登録 運営・管理者に会員登録 実施計画を作成し、第三者機関の審査を受け、
制度事務局にプロジェクトを登録

クレジット認証 中干し期間の延長に取り組み、
営農管理情報を運営・管理者に
提出

農業者から提出された情報をモニタリング報告書に
まとめ、第三者機関の審査を受け、制度事務局か
らクレジットの認証（発行）を受ける

クレジットの販売 運営・管理者から販売収益の分
配等を受ける

相対取引、仲介事業者を介した取引、又は入札
取引でクレジットを販売

※クレジット認証の審査は運営・管理者の判断で数年分まとめて受けることもある（審査を受ける度に審査費用がかかるため）。その場合、販売収益の分
配等の頻度も低くなると考えられる。

 本方法論では、個々の農業者の削減活動を取りまとめ、一括でクレジットを創出する「プ
ログラム型」のプロジェクトとするのが一般的。

 クレジットの販売収益を得るまでの農業者及び運営・管理者の対応は、大きく以下の通
り整理できる。

表 クレジットの販売収益を得るために必要な対応
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 農林水産省の交付金と異なり、Ｊ－クレジット制度は、排出削減量に応じて創出したク
レジットを販売して初めて収益が得られる。

 仮に森林系クレジットの取引事例と同様の価格（１万円／tCO2）で販売できた場合
には、前ページのモデルケース（排水性が十分良い水田で、前作の稲わらを全量すき込
んでいる場合）で、1,000～3,600円／10aの収益となる。

【留意点２】減収リスクについて
 （独）農業環境技術研究所（現 農研機構農業環境研究部門）がまとめた「水田メ

タン発生抑制のための新たな水管理技術マニュアル」では、全国８県の栽培試験におい
て、中干し期間の延長によって、地域によっては増収した場合もあるものの、平均３％程
度減収したと報告されている。（他方で、登熟歩合向上、タンパク含量低下など、品質
は向上したとも報告されている。）

 減収の要因として、過度の土壌乾燥などが影響する場合がある。不安があれば、先にグ
リーンな栽培体系への転換サポートを活用した実証に取り組んでいただくのも有効（後
述）。

【留意点３】クレジットの販売について



取組の進め方（想定例）
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＜グリーンな栽培体系への転換サポート
（みどりの食料システム戦略推進交付金）＞

＜Ｊ－クレジット制度「水稲栽培における中干し期間の延長」方法論＞

・ 地域の一部の圃場で、中干し期間を延長した栽培体系を実証
・ グリーンな栽培体系の確立（栽培マニュアルの作成）
【Ｊ－クレジット制度に取り組むことを見越して、実証圃場以外では、現行の
中干し期間の記録をきちんと付けておく】

地域の圃場で大規模に実施（グリサポでの実証圃場は既に中干し期間を延長
しているので、クレジットの対象にならないことに留意）

中干しを延長する営農体系に不安がある場合
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【備考】Ｊ－クレジット制度に参加した水田で栽培した米の販売について
 温室効果ガス削減の環境価値はクレジットの販売によって購入者に移転するため、「温

室効果ガスを削減した」と主張することはできない（これを「環境価値の二重主張の禁
止」という）。

 一方、袋に入った米の全量が、中干し期間の延長のＪ－クレジット制度に参加した水
田で栽培した米であれば、Ｊ－クレジット制度に参加したこと自体を袋に表示することは
可能。

 具体的にどのような表示が可能かについては、個別に制度事務局が判断するため、表示
したい内容を提示して制度事務局に相談する必要。

表示可
○ 中干し期間の延長Ｊ－クレジット参加米
○ Ｊ－クレジット制度に参加した水田で栽培したお米です

表示不可
× 中干し期間の延長でメタン排出量を削減したお米です

＜表示例＞
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【本省担当】
（この方法論の内容に関すること）
農産局農産政策部農業環境対策課
担当者：奥村、野村
代表：03-3502-8111（内線4760）
ダイヤルイン：03-3593-6495

（Ｊ－クレジット制度に関すること）
大臣官房みどりの食料システム戦略グループ
地球環境対策室
担当者：大津山、但田、高津
代表：03-3502-8111（内線3289）
ダイヤルイン：03-6744-2473

【Ｊ－クレジット制度事務局】
※ 書類の書き方など、申請に向けた実務的な
相談の場合

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社
Ｊ－クレジット制度事務局
電話：050-3173-8916
メールアドレス：help@jcre.jp

お問い合わせ先


